
0 愛知県

1 名古屋市

2 豊橋市

3 岡崎市

4 一宮市

5 瀬戸市

6 半田市

7 春日井市

8 豊川市

9 津島市

10 碧南市

11 刈谷市

12 豊田市

13 安城市

14 西尾市

15 蒲郡市

16 犬山市

17 常滑市

18 江南市

19 小牧市

20 稲沢市

21 新城市

22 東海市

国・県の動向及び周辺自治体の状況を見守っていきたいと考えています。

ご意見としてお聞きします。

地域生活支援事業の報酬単価については、近隣自治体との比較を行うなど情報収集に努めるとともに利用者負担
への影響などを含め適宜検討しておりますが、現時点で引き上げの予定はありません。

法定給付の報酬改定や消費税の引き上げなどに応じて、地域生活支援事業の報酬単価を障害者専門分科会に諮
り、見直していきます。

令和３年４月１日に障害福祉サービスの報酬単価の見直しがされる予定のため、その内容を踏まえて検討していき
ます。

必要に応じて検討します。

一宮市地域生活支援給付事業の報酬単価については、平成 30 年度に移動支援の単価を一部引き上げていま
す。国及び県の補助が実対象経費の 45％前後（補助率は国1/2、県 1/4）しか交付されない状況であり、これ以上
の単価引き上げは市の財政上困難です。

現在のところ報酬単価の引き上げの予定はありません。ただ、今後、障害者の方が地域で生活するために必要な支援等につい
ては、協議が必要と考えています。

 地域生活支援事業の報酬単価の引き上げ

①地域生活支援事業の報酬単価については国・近隣の市町村の報酬単価設定を参考にしているため、キャラバンで引きあがって
いる実態を伝えていくことが必要である。
②報酬単価を引き上げた自治体は、名古屋市・豊川市・尾張旭市だった。

市町村 文書回答

地域生活支援事業については、実施主体である市町村が地域の特性や利用者の状況に応じて実施するものとなっ
ております。県では各市町村の地域生活支援事業の報酬単価を含めた実施状況等について情報共有を図っており
ます。

市内事業者や当事者の要望、近隣市町の動向をふまえ判断します。

地域生活支援事業の報酬単価は、国の単価や近隣市町の単価を参考に決めております。引き上げについては他
市町の動向を見て考えていきます。

地域生活支援事業の報酬単価については、障害福祉サービスにおける報酬単価や近隣市町の状況を勘案して決
定していますが、これらの動向を注視しながら、今後、必要に応じて報酬単価の見直しを検討していきます。

地域生活支援事業の単価の引き上げについては県下各市の動向を見ながら判断してまいります。

介護給付費等の報酬単価の改正を参考にし、見直しを行っています。

令和２年度に移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業および地域活動支援センター事業にお
いて、報酬単価の見直しを行い、引き上げを行っています。

令和 2 年度に国サービスのこれまでの報酬改定による影響を踏まえ、移動支援（一部）及びデイサービス型地域活
動支援の基本報酬の引き上げ（増額）を実施しました。今後も適切な報酬単価となるよう国の動向や実態を注視して
まいります。

（2020年愛知自治体キャラバンまとめ）

地域生活支援事業の報酬単価については、適正なものか随時検討していきます
が、現時点での改定は行いません。

国制度である障害福祉サービスの報酬単価をもとに地域生活支援事業の報酬単価を決めています。報酬単価を引
き上げる予定はありません。

本市の地域生活支援事業の報酬単価は自立支援給付の法定単価を参考にしており、報酬改定が実施された場合、地域生活
支援事業の報酬単価の改定を考えております。

貴重な意見として確かにお聞きしました。

地域生活支援事業の報酬について、現行制度が妥当と考えております。また、報酬単価を引き上げることにより、利
用者負担額が増額することから利用者の不利益になると考えられ、現在のところ報酬改定を検討していません。

地域生活支援事業の報酬単価については、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの報酬改定にあわせて
引き上げを検討します。

国や県に対し、地域生活支援事業補助金を正規の補助率どおり交付されるよう要望しております。現時点で報酬単価の引き上
げの予定はありません。



市町村 文書回答

23 大府市

24 知多市

25 知立市

26 尾張旭市

27 高浜市

28 岩倉市

29 豊明市

30 日進市

31 田原市

32 愛西市

33 清須市

34 北名古屋市

35 弥富市

36 みよし市

37 あま市

38 長久手市

39 東郷町

40 豊山町

41 大口町

42 扶桑町

43 大治町

44 蟹江町

45 飛島村

46 阿久比町

47 東浦町

48 南知多町

49 美浜町

50 武豊町

51 幸田町

52 設楽町

53 東栄町

54 豊根村 現在のところ考えておりません。

障害福祉サービスの報酬改定等の結果に合わせて検討していきます。

現行の制度で実施してまいります。

制度が充実するよう近隣市町と歩調を合わせていきます

 検討します。

報酬単価について、現在検討中。

現行どおりとします。

近隣市町村と比較し、適切に対応していきます。

報酬単価引き上げについては、現在のところ考えておりません。

報酬単価については、サービス量（利用時間）に即した給付となるようサービスの質の充実に努め検討していきま
す。

自立支援協議会で課題を洗い出し、検討しています。

近隣市と同じ水準で設定しています。近隣市の動向を確認しながら引き上げを検討していきます。

現在のところ、実施する考えはありません。

報酬単価の引き上げにつきまして、町単独による補助は、現在のところ考えておりません。

機をみて、国への要望を考慮します。

今のところ、実施の予定はありません。

今のところ報酬単価を引き上げる予定はありません。

近隣市町村の状況も確認し、検討していきます

市民のニーズやサービス提供体制等、地域の実情に応じて検討していきます。

現行では、報酬単価の引き上げについては考えておりません。

近隣市町の状況を鑑み、適切に対応していきます。

報酬単価については、適正な単価であることが重要なことと考えます。国への要望等については、今後の動向を注
視しながら適切に対処していきます。

無回答

国や県の動向、近隣市町の状況等を踏まえ、事業を実施していきます。

地域生活支援事業における各サービスの報酬単価は、近隣市町村の状況と比較検討していきます。

現状において引き上げる予定はありません。

類似する障害福祉サービスの報酬単価が改定された際に見直しを行っております。

必要に応じて報酬単価の引き上げを行いました。

総合支援法に定める障がい福祉サービス費の単価に準ずるものと考え、報酬単価の引き上げは、現在のところ考えていません。

現時点では考えておりません。

訪問入浴サービス事業については平成３０年度に、日中一時支援事業については、今年度より報酬単価を引き上
げいたしました。

報酬単価については、近隣市や他制度の報酬単価を参考に決定しており、一律に報酬単価を引き上げる考えはあ
りません。


